
 
つくばみらい市市道の構造の技術的基準を定める条例（案）の概要 

 
１ 条例制定の背景 
  道路の構造の技術的基準については、これまで国が定めた基準を自治体に義務付け

てきたところですが、地方自治体の自主性を強化し自由度の拡大を図るために制定さ

れた、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）により、道路法（昭和２７年法律第１

８０号。以下「法」という。）の一部が改正され、地域の実情に応じて、道路の構造の

技術的基準を条例で制定することとされたことから、その基準を定めるため条例を整

備するものです。 
２ 条例制定の目的 
  法第３０条第３項の規定により、本市が管理する市道について、新設又は改築を行

う際の、道路の構造の技術的基準を定めることを目的とするものです。 
  なお、条例の制定にあたっては、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）で定め

る基準を参酌して定めるものです。 
３ 施行期日 平成２５年４月１日施行予定 
４ 条例における基本的事項 
 第１条（趣旨） 
   市が管理する市道の構造の技術的基準について、必要な事項を定めることを趣旨

としている。 
 第２条（用語） 
   この条例における用語の定義を規定する。 
 第３条（道路の区分） 
   この条例における道路の区分を規定する。 
 第４条（車線等） 
   道路の構成並びに車線の数及び幅員の基準を規定する。 
 第５条（車線の分離等） 
   車線の往復の方向別への分離及び中央帯の構造等の基準を規定する。 
 第６条（路肩） 
   道路に接続する路肩の設置及び幅員の基準を規定する。 
 第７条（停車帯） 
   第４種の道路における停車の用に供する停車帯の設置及び幅員の基準を規定する。 
 第８条（自転車道） 
   自動車及び自転車の交通量の多い第３種又は第４種の道路における自転車道の設

置及び幅員の基準を規定する。 
 第９条（自転車歩行者道） 
   自動車の交通量が多い第３種又は第４種の自転車歩行者道の設置及び幅員の基準

を規定する。 
 第１０条（歩道） 



   歩道の設置及び幅員の基準を規定する。 
 第１１条（歩行者の滞留の用に供する部分） 
   歩行者又は自転車の安全かつ円滑な交通を確保するための、歩行者の滞留の用に

供する部分の設置の基準を規定する。 
 第１２条（植樹帯） 
   道路における植樹帯の設置及び幅員等の基準を規定する。 
 第１３条（設計速度） 
   道路の区分に応じた設計速度の基準を規定する。 
 第１４条（車道の屈曲部） 
   車道の屈曲部を曲線形とすることを規定する。 
 第１５条（曲線半径） 
   車道屈曲部の中心線の曲線半径の基準を規定する。 
 第１６条（曲線部の片勾配） 
   曲線部における片勾配の基準を規定する。 
 第１７条（曲線部の車線等の拡幅） 
   車道の曲線部において、設計車両及び曲線半径に応じ、曲線部の車線等の拡幅を

行うことを規定する。 
 第１８条（緩和区間） 
   屈曲部における緩和区間の設置及び長さの基準を規定する。 
 第１９条（視距等） 
   設計速度に応じた視距を確保することを規定する。 
 第２０条（縦断勾配） 
   道路の区分及び設計速度に応じた縦断勾配の基準を規定する。 
 第２１条（縦断曲線） 
   車道の縦断曲線の設置及び半径等の基準を規定する。 
 第２２条（舗装） 
   道路の舗装に関する基準を規定する。 
 第２３条（横断勾配） 
   道路の横断勾配に関する基準を規定する。 
 第２４条（合成勾配） 
   道路の合成勾配に関する基準を規定する。 
 第２５条（排水施設） 
   道路に排水施設を設置することを規定する。 
 第２６条（平面交差又は接続） 
   道路の平面交差又は接続に関する基準を規定する。 
 第２７条（立体交差） 
   道路の立体交差に関する基準を規定する。 
 第２８条（鉄道等との平面交差） 
   道路と鉄道が同一平面で交差する際の基準を規定する。 
 第２９条（待避所） 



   待避所の設置の基準を規定する。 
 第３０条（交通安全施設） 
   交通事故の防止を図るために交通安全施設を設置することを規定する。 
 第３１条（凸部、狭窄部等） 
   自動車を減速させ、歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために凸部、狭窄

部等を設置することを規定する。 
 第３２条（乗合自動車の停留所に設ける交通島） 
   乗合自動車の停留所に乗降の用に供する交通島を設置することを規定する。 
 第３３条（自動車駐車場等） 
   安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため、自動車駐車場を設

置することを規定する。 
 第３４条（防護施設） 
   交通に支障を及ぼす場合等に、防護施設を設置することを規定する。 
 第３５条（トンネル） 
   トンネルに関する基準を規定する。 
 第３６条（橋等） 
   橋等の構造の基準を規定する。 
 第３７条（附帯工事の特例） 
   道路の附帯工事の特例について規定する。 
 第３８条（小区間改築の場合の特例） 
   道路の小区間改築を実施する際の特例について規定する。 
 第３９条（自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路） 
   自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員等の基準を規定する。 
 第４０条（歩行者専用道路） 
   歩行者専用道路の幅員等の規定をする。 
 
   附 則 
 この条例の施行期日を規定する。 
 
 
 
 


